




令和５年度第１回 理事会 議案 

 

日 時 令和５年４月２７日（木）午前１０時 

会 場 総合支援センター会議室 

 

１ 報告事項                    

⑴ 理事の競業取引の報告 

⑵ 理事の利益相反の報告 

⑶ 監事による不正行為等の報告 

 

 

２ 議案 

⑴  第１号議案 指導監査および実地指導、特別検査における改善状況報告書        

⑵  第２号議案 給与規程の一部改正        

⑶  第３号議案 わぁ～らく運営規程の一部改正 

⑷  第４号議案 本部規程の一部改正 

⑸  第５号議案 特定個人情報取扱規程の一部改正 

⑹  第６号議案 公益通報者保護規程の一部改正 

 

                      

 



第２号議案 給与規程の一部改正 

 

別表３ 住居手当 

支給基準①の廃止 

  

新旧対照表         下線部分改正点 

新 旧 

住居手当 

（支給基準） 

① 廃止 

 

 

① 家賃が月額 21,000 円を超える場

合は、家賃の月額から 21,000 円を

控除した額の２分の１の額（２分の

１の額が 16,000 円を超えるときは

16,000 円）に 5,000 円を加算した額

（最高支給限度額 駐車場使用料

を含め 21,000 円） 

② 住居手当の額に100円未満の単数

が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

 

住居手当 

（支給基準） 

① 家賃が月額 10,000 円を超え

21,000 円以下の場合は、家賃の月額

から 10,000 円を控除した額 

② 家賃が月額 21,000 円を超える場

合は、家賃の月額から 21,000 円を

控除した額の２分の１の額（２分の

１の額が 16,000 円を超えるときは

16,000 円）に 5,000 円を加算した額

（最高支給限度額 駐車場使用料

を含め 21,000 円） 

③ 住居手当の額に100円未満の単数

が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

 

 

この規程は、令和５年５月１日から施行する。 

 



第３号議案 わぁ～らく運営規程の一部改正 

 

Ⅰ 特定相談支援事業／障害児相談支援事業 

 

新旧対照表         下線部分改正点 

新 旧 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所における従業者の職種、

員数及び職務の内容は、次のとおりとす

る。 

⑴ 省 略 

⑵ 相談支援専門員及び相談員 ３名以

上 

相談支援専門員は利用者からの生活全般 

に関する相談に応じるとともに、サービ 

ス等利用計画及び障害児支援利用計画 

（以下「サービス等利用計画」という。） 

の作成に関する業務及びモニタリング等 

を行うものとする。 

相談員は相談支援専門員の業務補助及び

利用者等からの生活全般に関する相談に

応じる。 

 

⑶ 削 除 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所における従業者の職種、

員数及び職務の内容は、次のとおりとす

る。 

⑴ 省 略 

⑵ 相談支援専門員 ３名以上 

 

相談支援専門員は利用者からの生活全般 

に関する相談に応じるとともに、サービ 

ス等利用計画及び障害児支援利用計画

（以下「サービス等利用計画」という。） 

の作成に関する業務及びモニタリング等 

を行うものとする。 

 

 

 

 

⑶ 相談員 ０名 

相談員は相談支援専門員の業務補助及び

利用者等からの生活全般に関する相談

に応じる。  

 

 

 

この規程は、令和５年４月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 



Ⅱ 一般相談支援（地域移行・地域定着） 

 

新旧対照表         下線部分改正点 

新 旧 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所における従業者の職種、

員数及び職務の内容は、次のとおりとす

る。 

⑴ 省 略 

⑵ 相談支援専門員及び相談員 ３名以

上 

利用者からの生活全般に関する相談に応 

じるとともに、指定地域相談支援の業務 

を行うものとする。 

相談員は相談支援専門員の業務補助及び 

利用者等からの生活全般に関する相談に 

応じる。 

 

⑶ 削 除 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所における従業者の職種、

員数及び職務の内容は、次のとおりとす

る。 

⑴ 省 略 

⑵ 相談支援専門員 ３名以上 

 

利用者からの生活全般に関する相談に応 

じるとともに、指定地域相談支援の業務 

を行うものとする。 

 

 

 

 

⑶ 相談員 ０名 

相談員は相談支援専門員の業務補助及び

利用者等からの生活全般に関する相談

に応じる。 

 

 

この規程は、令和５年４月２７日から施行する。 

 

 



第４号議案 本部規程の一部改正 

 

 

新旧対照表         下線部分改正点 

新 旧 

（組織及び職員） 

第２条 本部に次の職員を置くことがで

きる。 

⑴ 本部長   

⑵ 副本部長  

⑶ 経理課長  

⑷ 総務課長  

⑸ 企画課長 

⑹ 事務員 

 

（職員の職務） 

第３条 省 略 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、事務を

処理する。 

３ 削 除 

 

３ 事務員は、経理課長、総務課長及び企

画課長を補佐し、事務を処理する。 

 

 

（組織及び職員） 

第２条 本部に次の職員を置くことがで

きる。 

⑴ 本部長  １名 

⑵ 副本部長 ３名 

⑶ 総務部長 １名 

⑷ 総務課長 １名 

⑸ 事務員  若干名 

 

 

（職員の職務） 

第３条 省 略 

２ 副本部長及び総務部長は、本部長を

補佐し、事務を処理する。 

３ 総務課長は総務部長を補佐し、事務

を処理する。 

４ 事務員は、総務課長及び総務部長を

補佐し、事務を処理する。 

 

 

この規程は、令和５年４月２７日から施行する。 

 

 

 



第５号議案 特定個人情報保護規程の一部改正 

 

 

新旧対照表         下線部分改正点 

新 旧 

第５条 組織的安全管理措置・人的安全

管理措置 

⑴ 組織体制 

① 省 略 

② 事務取扱責任者は、総務課長とする。 

③ 省 略 

 

 

 

第５条 組織的安全管理措置・人的安全

管理措置 

⑴ 組織体制 

① 省 略 

② 事務取扱責任者は、総務部長とする。 

③ 省 略 

 

 

 

この規程は、令和５年４月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 



第６号議案 公益通報者保護規程の一部改正 

 

 

新旧対照表         下線部分改正点 

新 旧 

（受付窓口担当者） 

第２条 省 略 

２ 公益通報受付担当者は弁護士原田友

紀及び法人副本部長とする。 

 

 

（通報の受付方法） 

第４条 通報窓口及び相談窓口の利用方

法は電話、電子メール、ＦＡＸ、書面、

面会とする。 

① 省 略 

② 法人副本部長 

 電子メールアドレス：k-taga@nmf.jp 

  j-tanaka@nmf.jp 

 

 

（受付窓口担当者） 

第２条 省 略 

２ 公益通報受付担当者は弁護士原田友

紀及び法人副本部長・内部監査室長と

する。 

 

（通報の受付方法） 

第４条 通報窓口及び相談窓口の利用方

法は電話、電子メール、ＦＡＸ、書面、

面会とする。 

① 省 略 

② 法人副本部長 

 電子メールアドレス：k-taga@nmf.jp 

 

 

この規程は、令和５年４月２７日から施行する。 

 

 

 




